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   川崎市病院局会計年度任用職員の給与等に関する規程の一部を改正する

規程 

 川崎市病院局会計年度任用職員の給与等に関する規程（令和２年川崎市病院

局規程第５号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第３項第１号中「２，５００円」を「６，８１８円」に改め、同項第

２号中「会計年度任用職員の」を「自動車等の使用距離の」に改め、同号ア中

「自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離」という。）が」及び

「である会計年度任用職員」を削り、同号イからシまでの規定中「使用距離が

」及び「である会計年度任用職員」を削り、同号ス中「使用距離が」を削り、

「６０キロメートル以上である職員」を「６０キロメートル以上６５キロメー

トル未満」に改め、同号に次のように加える。 

  セ 片道６５キロメートル以上７０キロメートル未満 １，９１８円 

  ソ 片道７０キロメートル以上７５キロメートル未満 ２，０７７円 

  タ 片道７５キロメートル以上８０キロメートル未満 ２，２３６円 

  チ 片道８０キロメートル以上８５キロメートル未満 ２，３９５円 

  ツ 片道８５キロメートル以上９０キロメートル未満 ２，５５４円 

  テ 片道９０キロメートル以上９５キロメートル未満 ２，７０９円 

  ト 片道９５キロメートル以上１００キロメートル未満 ２，８６３円 

  ナ 片道１００キロメートル以上 ３，０１８円 

 第６条第３項第３号ア中「２，５００円」を「６，８１８円」に改める。 

 第８条第３項中「、９、１４及び１６」を削る。 

 第１７第１項第１号中「１００分の１１３．５」を「１００分の１１２．２

５」に、「１００分の１２１」を「１００分の１１９．７５」に改め、同項第

２号中「１００分の１０６」を「１００分の１０４．７５」に改め、同項第３

号中「１００分の１００」を「１００分の９８．７５」に改める。 



   附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

  


